
  

                                        令和６年４月１日改正 

                            令和６年４月１日現在 

【重要事項説明書別紙 1】  

居宅介護支援料金表 

【居宅介護支援費】 

 要介護度 単位数 利用料 

居宅介護支援費Ⅰ 

（取扱件数 45 件未満） 

要介護１、２ １０８６単位 １２，３８０円/月 

要介護３、４、５ １４１１単位 １６，０８５円/月 

 

【その他加算】 

項目（単位数） 算定要件 利用料 

特定事業所加算

Ⅲ 

（323単位） 

主任介護支援専門員を一人以上配置、常勤専従の介

護支援専門員を 2 人以上配置し、質の高いケアマネ

ジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件

を一部満たした場合 

３,６８２円/月 

初回加算 

（300単位） 

新規に居宅サービス計画を作成した場合、要介護 

状態区分が２段階以上変更になった場合 
３,４２０円/月 

入院時情報連携

加算（Ⅰ） 

（250単位） 

病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の職

員に対して、利用者に係る必要な情報を提供してい

ること（1 ヶ月に 1 回を限度） 

２,８５０円/月 

入院時情報連携

加算（Ⅱ） 

（200単位） 

訪問以外の方法で、当該病院又は診療所の職員に対

して、利用者に係る必要な情報を提供していること

（1 ヶ月に 1 回を限度） 

２,２８０円/月 

退院・退所加算 

Ⅰ１ 

（450単位） 

退院・退所にあたって病院等から利用者に関する情

報提供をカンファレンス以外の方法により 1回受け

た場合（入院入所中に 1 回を限度） 

５,１３０円/回 

退院・退所加算 

Ⅰ２ 

（600単位） 

退院・退所にあたって病院等から利用者に関する情

報提供をカンファレンスにより 1 回受けた場合 

（入院入所中に 1 回を限度） 

６,８４０円/回 

ターミナルケア 

マネジメント 

加算 

（400単位） 

ターミナルケアマネジメントを受けることに同意

した利用者について、24 時間連絡できる体制を確保

し必要に応じて居宅介護支援を行うことができる

体制を整備した場合 

４,５６０円/月 

緊急時等居宅 

カンファレンス

加算 

（200単位） 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所

の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレン

スを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整

を行った場合 

（1 ヶ月に 2 回を限度） 

２,２８０円/回 

通院時情報連携

加算 

（50単位） 

利用者が医療機関において医師の診察を受ける際

に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行

い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行った

場合。 

（1 ヶ月に 1 回を限度） 

５７０円/回 

 

 



【交通費】 

・通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

・それ以外の地域にお住まいの方は、介護支援専門員が訪問するための交通費の 

実費を負担していただきます。 

 

【その他】 

①  居宅介護支援利用料は、要介護度に応じ介護サービスの提供開始以降、1ヶ月 

あたり表面の金額になります。 

② 地域区分は 1級地のため、1単位に 11.40 円を乗じた金額になります。 

③ 法定代理受領により、当事業所の居宅介護支援費及び加算料金に対し介護保険給

付が支払われる場合、利用者の自己負担はありません。 

④ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業所に支

払われない場合があります。その場合はいったん 1ヶ月あたりの当該料金をいた

だき、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日区役所

の窓口に提出していただきますと差額の払戻しを受けることができます。 

 

【重要事項説明書別紙 2】  

① 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通

所介護、福祉用具貸与（以下、訪問介護等）の各サービスの利用割合。 

 

訪問介護           ４８.９％ 

通所介護           ３０.８％ 

地域密着型通所介護 １５.８％ 

福祉用具貸与       ７１.８％ 

 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの同一

事業者によって提供されたものの割合。 

 

サービス種類 事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合 

訪問介護 滝野川ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ

ｻｰﾋﾞｽ 

45.0％ ｹｱﾘｯﾂ十条 41.9％ 訪問介護事業

所 人 

6.8％ 

通所介護 ｸﾞｯﾄﾞﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

こうよう 

42.4％ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

あすか 

11.5％ ツクイ板橋 11.5％ 

地域密着型通所介護 みよかﾃﾞｲｻｰﾋﾞ

ｽ滝野川 

34.1％ ﾘﾊﾃﾞｲ SKIP 滝

野川 

25.9％ ﾘﾊﾋﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ 

きむら 

14.1％ 

福祉用具貸与 ㈱ﾄｰｶｲ足立 12.4％ ㈱ヤマシタ 11.9％ 福祉用具事業

所 えびす 

11.7％ 

令和  年  月  日  

     利用者(または代理人)  住所                                       

                 氏名                   

署名代筆者         住所                     

               氏名                   


